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予算特別委員会審査報告書（総務環境常任委員会分） 

（一般会計、特別会計、水道事業会計） 

 

平成３１年３月７日午前９時００分から、議場において委員１３名及び議長、町長、

副町長、教育長、関係課長等の出席を得て平成３１年３月４日並びに５日の本会議で

当委員会に付託された議案第２０号、議案第２３号から議案第２８号、議案第３０号

及び議案第３１号について審査しましたので、その審査経過並びに結果を報告します。 

 

出 席 者：瀬戸顯弘委員長、小栗直治副委員長・熊澤友子委員・藤原 浩委員・井上

正文委員・児玉洋一委員・原 憲司委員・石田照子委員・瀬戸恵津子委員・

鈴木登志子委員・川村俊治委員・渡辺良孝委員・庄野京子委員・府川輝夫

議長 

町出席者：町長・副町長・教育長・参事兼企画政策課長・農林課長・財務課長・総務

防災課長・町民税務課長・環境課長・商工観光課長・都市整備課長・新東

名対策室長・参事兼上下水道課長・会計課長・議会事務局長 

 

あいさつ 瀬戸顯弘委員長・町長 

 

 はじめに、議案第２０号 平成３１年度山北町一般会計予算について審査いたしま

したので、その審査経過並びに結果を報告します。 

 

 

原委員→施政方針にもあるが、東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業

として、横断幕や啓発物品を作成し町のＰＲをするということだが、競技では

世附を少しを通るだけだが、現地にテントを設置するなどして町民が観戦でき

るようにするなどの取組みはできないか。 

 

湯川町長→一部でも山北町がオリンピック競技の開催地になることは、今後ほとんど

ないことで、オリンピックが日本で行われることもしばらくないと思われる中、

オリンピックが終わった後も、何か残していけるような取り組みを行いたいと

考えている。例えば浅瀬地区からロードレースのコースまでのハイキングツア

ーの企画など面白いと思う。一過性のものにしないようなアイディアで観光に

もつなげていければよいと考えている。 

 

企画政策課長→コース沿線のほとんどが東京神奈川森林管理署が管理する国有林地

ですので、担当が昨年１０月にのぼり旗や横断幕、観覧席の設置などについて
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相談に行ったところ、協力をいただけるようになっています。今後はオリンピ

ック組織委員会とも調整を行いながら具体的な打合せを進めてまいります。 

 

渡辺委員→東京２０２０オリンピック・パラリンピックにおけるパラリンピックにつ

いての考えは。 

 

企画政策課長→パラリンピックについても、組織委員会や神奈川県と連携し、機運醸

成や啓発宣伝等を行っていきます。 

 

児玉委員→オリパラ、ラグビーワールドカップに関する県西地域２市８町の観光ＰＲ

連携推進事業とは具体的にどのようなものか。 

 

企画政策課長→神奈川県西部広域行政協議会において、外国人向けリーフレットを５

月に発行し、６月から外国人観光客向けのＨＰを立ち上げる予定です。 

 

児玉委員→県西部はわかった。小山町との連携はどうか。 

 

企画政策課長→小山町との連携につきましては、小山町オリンピック・パラリンピッ

ク推進局長を通じて、ロードレースのコースサポーターの募集や関連イベント

などについての話があり、調整を行っています。 

 

児玉委員→ラグビーワールドカップ関連の記述がほとんど見受けられないが、小田原

市には強豪のオーストラリア代表ワラビーズが事前キャンプを行うことで非

常に盛り上がっているが、足柄地域はそれほどには感じない。世界的なイベン

トなので多くの外国人観光客が日本に訪れるので、小田原・箱根だけではなく、

足柄地域や中川温泉に引き込まなければならない。外国語表記を含めてまだま

だ至っていないのが現状だが、どういった受け入れ体制を整えることができる

のか。 

 

副 町 長→多くの外国人観光客の受け入れには、町と観光協会、商工会、中川温泉旅

館組合等が連携して進めていかなければならないと考えています。 

 

井上委員→新潟県村上市との交流事業について、先日、村上市長と面談し新たな交流

をスタートするという話を聞いた。今までの産業交流は旧山北町との交流だっ

たが、どのように進めていくのか。 

 

町  長→今までは旧山北町と産業交流を実施してきたが、これからは村上市全体と
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の交流をしていこうと考えている。産業交流だけでなく、スキーやスノーボー

ドといったスポーツ交流、文化交流、森林関係の交流等のほか、村上市の荒川

郷は河村氏が行った場所でもあるため歴史的な交流も考えられる。そのような

ことを含めて交流を行いたい。人の行き来による交流はもちろんだが、大会等

の開催に際し、山北町として特別賞を出すということも考えられるのではない

かと思う。 

 

井上委員→債務負担行為の（仮称）山北スマートインターチェンジ新設事業工事等細

目協定の限度額が、２７８，０００千円が２３８，７０９千円に減額になった

要因は。また、補助についてはどうか。 

 

新東名対策室長→町負担で工事を行う部分の全てについて消費税を加算して計上し

ていたが、工事費は負担するが町資産とならない部分について、消費税法第４

条の資産の譲渡とならないため、消費税が非課税となるの判断を中日本高速に

頂きその部分が減額となりました。また、造園工事費についても、財産区分が

明確になったことから、中日本高速が全額負担することになりました。それに

伴い共通経費も減額となり、総額３９，２９１千円の減額となりました。 

    社会資本整備総合交付金で５０％の補助を見込んでいます。 

 

小栗委員→入猟承認手数料について、過去３年同じような額で手数料収入を計上して

いるが、鳥獣被害やヤマビル・マダニの問題が拡散している。こういう状況下

の中で入猟者の増加につながる何か工夫があってもいいのではないか。 

里山付近にシカ来ているのをどうやって止めるのか。ヤマビルの生息域の拡

大を防ぐためにも、入猟者が増えるのを待っているのではなく、新たなハンタ

ーを入れるとか、ハンターの組織に依頼をしていくとか増やす努力をしなくて

はいけないと思うがいかがか。 

 

環境課長→現在ハンターの年齢が上がっているということで、新人ハンターを対象と

した研修会などにより入猟者の拡大に取り組んでおります。この研修会をきっ

かけにして、グループを作ったりさらには友人を誘っていただき、入猟者の拡

大につながればと思います。 

 

井上委員→入猟承認手数料の説明の中で研修という話があったが、中には非常にマナ

ーの悪いハンターがいる。柵を開け放しで帰ってしまうということがあるが、

マナーの問題も研修を通じて行ってもらいたい。 

 

環境課長→技術面はもとより、マナーの問題に対しても研修してもらえることになっ
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ています。 

 

藤原委員→町税については、１２年ぶりに増収の見込みと説明されていた。法人町民

税については３６，４５３千円の増収ということだが、個人町民税に関しては

逆に３５，１１４千円の減収である。町にとってはわずかでも増収と捉えてい

るのでしょうが、実際住民の目線から考えれば、固定資産税の減収ということ

も考えると、大きなマイナスであると捉えるべきだと思う。企業誘致等の施策

の推進については実施されているが、小規模事業者への支援等を充実させ、商

店街や三保地域等の活力を上げるようにしないと、町の活性化や人口減少に歯

止めをかけることに繋がらないと考える。民間がより活発に活動できるような

施策や定住者がそこで起業できるような施策を考えるべきであると思うがい

かがか。 

 

商工観光課長→小規模事業者に対する支援につきましては、商工会と連携し様々な方

向で支援をしています。多くの観光客をこの地に誘導し、消費増につながるよ

うな事業を展開しています。また、ふるさと納税等を活用して収入増につなが

る取り組みも提案させていただいておりますが、小規模事業者に対する助成に

ついては、商工会にお願いしています。 

 

藤原委員→確かに商工会で事業者に対して支援しているのは知っている。これは国や

県の支援で、確かに商工会が行っているが、これ以外に町でも、例えば空き店

舗の活用がしやすいようにするとか、町が空き店舗を借り上げて起業しやすい

ようにするとかあると思う。単に商工会にお願いしてやってもらっているとい

うスタンスではなくて、町でもそのような姿勢が必要であると考えるがいかが

か。 

 

副 町 長→町としても色々な仕掛けをしています。民間と町が一緒になってやってい

くということも必要ではないかと思います。今後は少し視点を変え、メリハリ

をつけて支援していければと思います。 

 

瀬戸委員→入湯税について、３５１千円のマイナスは丹沢荘売却の結果と説明があっ

たが、購入した事業者の営業再開はいつになるのか。 

 

商工観光課長→丹沢荘を購入した事業者が、中川温泉で誘客のためどのような展開を

図っていったら良いのかを検討するため時間を要しており、平成３１年６月か

ら営業するということを聞いています。 
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瀬戸委員→丹沢荘を売却した企業団としても町及び民間が振興策を提案した場合は、

譲渡益の９００万円以内であれば財政的協力はするという約束があると聞い

ているが、町として振興策についての検討をしたのか。 

 

商工観光課長→企業団は三保地域全体の地域振興のため譲渡益を環境整備公社に９

００万円助成し、また、町も５１６千円助成する中で、公社は平成３１年度に

地域振興に資する事業として、地域と共同で、サップ・カヌーに特化した事業

を展開していきます。 

 

渡辺委員→町民税のうち法人町民税が増となっているがその要因と、山北町企業等の

立地促進に関する条例との関連はどうか。 

 

町民税務課長→法人町民税の増加については、医療器具製造業社が連結決算により２

９年度の税収がダウンしたが、ここで回復してきたことが大きな要因となって

います。また、新東名関連の工事業者が増加していることも要因です。今後の

見通しとしては、法人税割の税率が変更になることにより３２年度以降はきび

しくなるものと予想されます。山北町企業等の立地促進に関する条例について

は固定資産税の減免となりますが、３０年度で１社が終了したことにより３０

０万円程度の収入が見込まれます。 

 

児玉委員→ふるさと応援寄附金について、総務省の通達により返礼率を３割以下とし

たことによって今後は下降傾向になると予想されるが、考え方と見通しはいか

がか。 

 

商工観光課長→平成３０年１１月１日から返礼率を寄附金額の３０％以下にしたこ

とから、その影響は顕著に出ています。今後の見通しについては、平成３１年

度から、新たなポータルサイトを立ち上げ窓口を増やすことによって当初予算

額を維持できるよう考えております。 

 

児玉委員→ふるさと応援寄附金が何に使われているか、どのように活かされているの

かが重要だと思うので、そのあたりも考えながら運用していただけたらと思う。 

 

小栗委員→丹沢湖砂利浚渫事業について、町は砂利を浚渫するだけでなく、ダムの下

流対策についても対応を考えるべきではないか。もう少し、川に砂利を流すよ

うな方策など、町の考え方を聞きたい。 

 

都市整備課長→ダム下流対策に関しては、神奈川県県西土木事務所において、置き砂
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による対策を考えていると聞いております。現在、ひだまりの里付近において

調整をさせていただいております。 

 

小栗委員→そうすると、町では砂利のみを浚渫し、下流対策は県西土木事務所で対応

ということで良いか。 

 

都市整備課長→そのとおりです。 

 

副町長→町が事業実施できるものと、できないものがありますので、県と調整を行い、

対応していきたいと考えております。 

 

小栗委員→町は砂利の浚渫を行うだけではなく、浚渫した土砂を地域に還元する必要

があるのではないか。町が、間に入るとのことであるので、河床整備等につい

て、県にお願いをしていただければと思う。 

 

藤原委員→跨高速道路橋助成事業として、今回の道路は農道であることが分かったが、

山北町内の高速道路橋は６橋ほどあるはず。高速道路橋は他と違いそれなりの

維持費がかかるはずだが、どのような計画で今後進めていくのかを聞きたい。 

 

農林課長→東名高速道路を渡る農道橋は３橋あります。今回点検する橋梁は向山農道

橋で、残りの２橋は比奈久保の農道橋になりますが、これらについては通行を

控えてもらえるように調整に入っています。荷重制限については了解が得られ

たので、５月頃に組合と相談し、荷重を規制し延命化を図っていきたいと考え

ています。 

 

副 町 長→高速道路を跨ぐ橋は、町としても非常に苦慮しています。以前、高速道路

ができた際に町が全て移管を受けています。移管を受けているということは、

町が全て維持管理をしていかなければならず、はたして、町が高速道路を通行

止めにして大規模修繕や橋を落とすことができるかということで、現に１、２

橋については非常に困っています。これは山北町だけの話でなく他の自治体も

同じで、高速道路を走る車を止めることはできず、上下線の間に柱もない状況

で、非常に苦慮しており、中日本高速道路で実施してもらえないかと調整して

います。 

 

石田委員→高速道路通過市町村公共施設整備助成金は経常的なものか、一時的なもの

か。 
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新東名対策室長→高速道路が通過する市町村の財政需要に対応するため、道路、用排

水路、公園等の整備に対し一定額の助成を受けることが出来ます。山北町は総

額４１，０４０千円になります。新東名開通までに使う必要があります。 

 

藤原委員→町内循環バス運行業務委託料の関係で、スクールバスも国庫補助がなくな

るということだが、循環バスは昼間の時間帯にはほとんど人が乗っていないこ

とも多い。利用の少ない他の公共交通を相互に担うような効率的な運用は出来

ないか。 

 

企画政策課長→公共交通対策は非常に重要であるととられています。このため、本年

度、庁内ワーキンググループを立ち上げました。その中でスクールバス空車時

の一般利用なども検討しています。また、町内循環バスの利用客数につきまし

ては、東山北駅ロータリーの設置にあわせた運行ダイヤやバス停の位置の調整

等についても検討しています。さらに３１年度には、福祉課において山北、岸、

向原地区の高齢者の方向けに町内循環バスの回数券を配布する予定です。 

 

藤原委員→町民の利用を第一に考えていることは非常に重要なことだが、一方で観光

客の利用を含めた効率的な運行が求められるのではないか。公共交通会議を福

祉課で開催しているということだが、総合的な視点から企画政策課が所管した

方がよいのではないか。 

 

企画政策課長→公共交通会議につきましては、現在は福祉タクシーの運行など、高齢

者の交通手段確保についての検討を行っているため、福祉課が所管としていま

すが、今後の事務局、所管課につきましては、理事者及び関係各課で検討して

いきたいと思います。 

 

藤原委員→公共交通会議の主催については、そのように進めていただければよいと思

う。また、公共交通会議では、福祉タクシー等色々なことをやっているが、町

民にとっては公共交通が乏しいと感じていると思う。共和地区で行っている福

祉バスのような仕組みの道筋のようなものをつけるとか、一部を協力するとか、

他の要望がある地域で実施できないかなどと考える。 

 

副 町 長→公共交通会議の必要性については、共和福祉バスなどはある特定の人達が

利用するもので、この場合には公共交通会議は必要ないが、不特定多数の人達

の利用が想定される場合に必要となる。町としては観光客等を含めた不特定多

数を対象としているので、今後もそのような観点で公共交通の維持、確保を進

めていきたい。 
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鈴木委員→循環バスについて、丸山タウンヒルズが分譲され、いくつか住宅が建って

きたと聞いているが、運行ルートに入れることができれば分譲の促進にもなり、

将来的には全ての区画が売却されれば、多くの住宅が建ち、高齢者も住まうと

思うので、循環バスを利用されるのではないか。 

 

企画政策課長→循環バスにつきましては、道路運送法により路線の認可を受けており、

新規路線の認可は非常に難しいとも聞いております。高齢者の交通対策として

別の方法も検討できると思います。 

 

鈴木委員→湯坂地区のルート変更を含めて、路線検討の余地はあるか。 

 

副 町 長→新規路線の検討をするのも公共交通会議の役割のひとつなので、検討する

余地はあると思う。 

 

小栗委員→共和地域振興会助成金について、３００万円の内訳・積算根拠を知りたい。 

 

総務防災課長→振興会の事務費５０万円、子育て支援等の次世代育成事業８０万円、

スポーツ大会等の健康推進事業１００万円、草刈り等の環境整備事業６０万円、

老人会等の文化伝承事業１０万円、合計３００万円。財源については財産区１

０分の１０となっています。 

 

石田委員→旧山本邸の利活用については、地域の方に委ねているとのことだが、三保

地域からは必要性があまり高くないという声も聞いている。お金をうむような

使い方を町としても考えていくべきではないか。 

 

町  長→当初、三保財産区や、環境整備公社に対して、利活用についての投げかけ

を行った経過がある。もう少しモニタリングをしてみて、いろいろな人に使っ

てもらうなりした上で、三保地域を優先するような使い方が出てこなければ、

広げて考えていく。 

 

石田委員→駐車場がなくて不便だという声もある。 

 

町  長→庭を整理したので、車の乗り入れが可能である。足りない場合は、周辺に

も駐車場がある。大型車の対応が必要になった場合は検討していきたい。 

 

井上委員→農業次世代人材投資事業補助金について説明を聞きたい。 
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農林課長→この補助金は４５歳未満の認定新規就農者に対するもので、青年等就農計

画等が基準に適合している場合で、人・農地プランに位置づけられた方を支援

する事業です。今年度の１０月分より支援を開始する予定です。期間は最長５

年間で、７５０万円が交付されます。今回の支援対象者は、共和地区で山地酪

農の経営を開始した方です。 

 

井上委員→補助メニューは経営開始型だと思うが、要件の中に、交付に係る予算に限

りがあるため、要件を全て満たしていても交付ができないことがあるとされて

いる。仮にそのようになった際、町が面倒をみることはあるのか。 

 

副 町 長→ここは財源でなく歳出に関する議論である。歳出で１５０万円の予算を組

でいるということです。財源は別の話で、それは県と町との問題です。 

 

井上委員→１０／１０の補助とのことだが、収入が上がってくると支給が減るという

話である。せっかく山北町に定住するようになったので、何か良い考えはない

だろうか。 

 

副 町 長→当初予算の話であり、県補助は１０／１０で組み立てています。これが１

０／１０とならなかった場合はどうかという話なので、対象者ともよく話し合

い、町としての支援の仕方は、最終的には町長の判断になると思います。 

 

渡辺委員→ぶなの湯改修工事で３００万円計上してあり、説明では洗面所・脱衣所天

井の改修等ということだが、柱が朽ちてきているという事も聞く。収益も安定

してきてリピーターも多くいる中で、抜本的な改修が必要であると思うが、町

長の考えを伺いたい。 

 

町  長→ぶなの湯に関しては、建ててからかなり経っており、根本的な改修が必要

なところやお客様にとって危ないようなところは積極的に改修していこうと

思っている。改修が必要な個所については予算化して対応していきたいと思っ

ている。 

 

熊沢委員→塵芥処理費ですが先般全員協議会の中で、４月から曜日固定を行うという

ことだが人員を増やすとか費用がどうなるのか伺いたい。 

 

環境課長→西部清掃組合の議会でお諮りすることになりますが、人員は同じです。ま

た祝日に出る訳ですのでその分を代休で対応していきます。 
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藤原委員→旧ビジターセンター維持管理事業ですが、８万円が計上されているがどの

ような管理をしているのか伺いたい。 

 

環境課長→旧ビジターセンターにつきましては、平成２８年に県から町に無償譲渡さ

れ電気水道は全部止まっているという状態です、現在は火災保険と地下オイル

タンク点検業務委託という形になっておりまして、週１回の目視と月１回の内

部点検となっています。 

 

藤原委員→今後に関してはっきりとした活用法が決まっていないということですが、

電気についてはスポットで照らすとか、水道は町で供給しているのでそれも可

能ではないかと思う、今後の活用を考えているのならばある程度きちんとした

チェックが必要なのではと思いますがその点についてはどう考えているのか。 

 

副 町 長→旧ビジターセンターはユーシンロッジとセットで考えていきたいと考え

ています。現在はユーシンロッジへの道は通行止めになっていて休止されてい

る状態なので、そこの業者を県が決めて頂ければユーシンロッジを引き継ぐ業

者と交渉していくという考えを持っています。その関係もあり、引き合いは来

ているが待ってもらっているので、ビジターセンターにはお金をかけたくない

ということでもう少し待っていただきたい。 

 

熊澤委員→農業支援助成金として剪定枝処分助成との話だが、助成対象者について聞

きたい。 

 

農林課長→農協をとおして支援する形になるので、基本的には農協組合員が対象にな

る予定です。 

 

井上委員→駆除助成金について、３８０頭分を予算に計上しているとのことだが、な

ぜ３８０頭なのか。先日あった県の発表が神奈川新聞にあり、１１，０００頭

や１３，０００頭とあった。もしもそれが本当であれば、畳み掛けるように捕

獲をしていかなければと思う。あと何年かは、大々的に捕獲するという考え方

がなければ機を逃してしまうように思う。 

 

農林課長→限られた予算の中で３８０頭として予算を組んでいる状態だが、この頭数

では足りないと思っており、どこかの段階で補正予算に計上し審議していただ

きたいと考えています。 

 



 11 

石田委員→水道事業会計繰出金について３４５千円の繰出しとなっている。消火栓の

維持管理ということであるが、地域に管理を委ねているが自治会長の仕事量が

多くたいへんであると聴いている。また、消火栓の器具箱の交換設置を自治会

員で行うのもたいへんであるので、町も協力して行うなどの体制作りを町とし

てはどのように考えているか。 

 

上下水道課長→水道事業会計繰出金については、水道法で繰出金について定義されて

います。 

 

総務防災課長→消火栓の管理・点検については消防分団にお願いしています。各分団

に管轄地域の消火栓の点検を年複数回実施してもらっています。格納箱につい

ても同時に点検してもらっており、不備等を確認すると自治会や町の方へ連絡

が入り、町が新たなものを支給する形をとっています。格納箱については、火

災のときに、消防が来る以前に地域の方で消火栓を使ってもらうことが想定さ

れるため、日頃から場所を確認しておいてもらうためにと設置を自治会にお願

いしています。 

 

石田委員→格納箱の種類によって非常に設置しづらい。傷んだホースを交換する際、

自治会で処分するようにとのことだが、自治会に負担のかからない方法を考え

てもらいたいと思いますがいかがか。 

 

総務防災課長→格納箱については相談があれば町でも協力して設置をしています。古

いホースについては基本的に自治会に処分をお願いしているが、処分に困るの

が実情であるため、役場に持ち込むよう案内しています。 

 

井上委員→美化推進事業の花いっぱい運動助成金が１０万円ほど減っているがなぜ

なのか。 

 

環境課長→実績が４０万円後半で推移しているということで、今年度１０万減額させ

ていただきました。 

 

井上委員→花いっぱい運動は、岸地区のように広がっていけば良い取組になっている

ので、町が力を入れるべき事業なので考えはどうか。 

 

町長→花いっぱい運動は、井上議員の言うように町もきれいになり、来ていただく人

にも観光としてＰＲできるので今後も進めていきたい事業と考える。 
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環境課長→自治会長研修等で活用について広くお知らせしたいと思います。 

 

井上委員→やり手がいない場所があれば、やりたい方を募集していくということを考

えたらどうか。 

 

町  長→今自治会にお願いしている公園の整備も高齢化で大変になっている、一般

公募でどこかやってくれないかという方法もあるが、地域の問題もあるので慎

重に扱っていきたいと考えている。 

 

児玉委員→三保地域振興助成金について、説明の中でサップの購入助成ということで

すが、内訳と今後の運用について確認させていただきたい。 

 

商工観光課長→三保地域の振興のため、企業団からの９００万円、町からの５１６千

円を原資に環境整備公社で事業を実施していくための助成となります。内容と

しましては、艇庫・更衣室の建築とサップ一式を購入するものです。サップの

ハードボードが４台、インフレータブルが４台とその備品、フィールフリーカ

ヌー１台、カナディアンカヌー２台を整備します。地域の方々にサップの魅力

を理解していただきたいということで、平成３１年度は講習会を開催し、サッ

プの良さを理解していただくとともに温泉旅館組合の中からも指導できる人

を育成して行きたいと考えています。 

 

児玉委員→具体的な運用ですが、事前登録制で運用していくのか、それとも他に何か

考えはあるのか。 

 

商工観光課長→運用につきましては、環境整備公社で実施することもあり、現在ある

システムを運用する中でスタートしていくと思いますが、不具合が生じる部分

については検証して直していきたいと考えています。 

 

児玉委員→観光客にアクティビティを楽しんでもらうためには、もう少し湖面利用に

関する締りを緩くし、間口を広げていけば、三保地域、丹沢湖周辺が活性化し

賑わってくると思うのでよろしくお願いしたい。 

 

商工観光課長→運用上不具合のある部分については、湖面を管理している三保ダム管

理事務所とも協議をしていきたいと考えています。 

 

渡辺委員→都市公園等維持管理事業のぐみの木近隣公園整備工事についてですが、未

病対策の考えで公園周辺のジョギングコース整備について、計画的に進める考
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えはあるか。 

 

都市整備課長→公園を利用されている方に聞き取りをしており、ジョギングコースに

ついても検討していきたいと考えております。 

 

渡辺委員→今まで、テニスコートの貸出については生涯学習課で行っていたが、今後

は都市整備課になるとお聞きしたが、確認したい。 

 

都市整備課長→テニスコートとグラウンドの貸出については、平成３１年４月１日か

ら都市整備課が担当いたします。 

 

石田委員→キャラクター制作業務委託料の１，０２９千円について、新たにゆるきゃ

らを作るのか、また、イメージが出来ているのか。 

 

商工観光課長→平成３１年度で「でごにぃ」の妹バージョンを制作する考えです。キ

ャラクターデザインを作成して、その後に着ぐるみを作っていく予定で、現在

の「でごにぃ」が非常に重いので着脱に２人の補助員が必要であることと、会

場に出ても一人で歩けないということで非常に不便さを感じていることもあ

り、色々なイベントへの参加ができない状況です。そのようなことから、今後

は「でごにぃ」とその妹がイベントに２人で出て、山北町をＰＲしていけたら

と考え予算計上させていただいております。 

 

石田委員→さらにＤ５２が盛り上がるのではないかと思うが、着ぐるみはいつ完成す

るのか。 

 

商工観光課長→着ぐるみの制作までにはかなりの時間を要しますが、１０月に実施す

る「鉄道の町山北Ｄ５２フェスティバル」にあわせて完成させていきたいと考

えていますが、今のところ未定です。 

 

渡辺委員→町道維持管理事業の橋梁点検等業務委託料について、平成３１年度で１４

橋点検とあるが、どのくらいの点検率になるのか。 

 

都市整備課長→本業務については、平成２７年度から事業実施しています。法定点検

は５年に一度行う必要があり、平成３０年度で町道部の橋梁点検は完了いたし

ました。町道部では、７０橋近くございますので平準化を図るため、計画的に

進めていきたいと考えており、５年間で実施することを考えますと、年間で２

０％程度になると思います。 
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渡辺委員→その点検結果により、修繕の順番を決めていくことになるのか。 

 

都市整備課長→点検結果を橋梁長寿命化修繕計画に反映させて、修繕工事を実施して

まいります。なお、現在では早期に修繕を行う必要があるものが、８橋あるた

め計画的に修繕工事を実施していきたい。 

 

以上で、議案第２０号 平成３１年度山北町一般会計予算に係る質疑を終了しまし

た。 

 

続いて、特別会計予算につきまして審査が行われました。 

各議案補足説明はなく質疑に入りましたので、議案ごとの経過につきまして報告い

たします。 

 

議案第２３号 平成３１年度山北町災害給付見舞事業特別会計予算につきまして

は、質疑はありませんでした。 

 

続いて議案第２４号 平成３０年度山北町下水道事業特別会計予算について審査

を行いました。 

 

藤原委員→使用料及び手数料で、歳入が昨年度より減額となっている。他会計繰入金

については、増額となっている。このことより考えると、この先に下水道使用

料の改定に繋がっていくものと思われるが、見通しはどうか。 

 

上下水道課長→下水道事業は、非常に厳しい財政状況となっています。平成２９年度

に審議会が行われ、平成３０年４月より使用料改定を実施しており、審議会答

申の中で３年毎の見直しが必要であると出されています。山北町の下水道使用

料に占める大口使用者への依存率が、平成２９年度では６７％で２，０００万

円強の減収であり、平成３０年度見込みで６３％で、４００万円程の減収が見

込まれています。このようなことから、平成３０年度より実施しているストッ

クマネジメント計画等で、将来の収支計画などにより、歳出を精査していくな

ど経営管理を実施していきたいと考えています。 

 

藤原委員→下水道事業の場合、歳出を抑えるとしても限りがあると考える。大口使用

者である企業では、当然ながら下水道使用料を抑えるようにするので、再度、

下水道使用料の改定やその他の方法により対策を示していかないと、繰入金が

増えていくことを危惧するが、どうか。 
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町  長→下水道事業だけではないが、人口減少や使用者側の節水により料金収入減

のための改定を考えなければいけない状況であるが、なるべく料金値上げを先

にできるように経営面を考えていきたい。 

 

以上で、議案第２４号 平成３１年度山北町下水道事業特別会計の質疑は終了しま

した。 

 

続いて、議案２５号 平成３１年度山北町町設置型浄化槽事業特別会計予算、議案

第２６号 平成３１年度山北町山北財産区特別会計予算、議案第２７号 平成３１年

度山北町共和財産区特別会計予算、議案第２８号 平成３１年度山北町三保財産区特

別会計予算及び議案第３０号 平成３１年度山北町商品券特別会計予算について審

査いたしました。 

質疑はなく、審査は終了いたしました。 

 

続いて、議案第３１号 平成３１年度山北町水道事業会計予算について審査いたし

ました。 

 

渡辺委員→水道事業費用の減価償却費については８，９９２万８，０００円で、前年

度に対して６４８万７千円の減となっている。定額法で減価償却をしていると

思うが、有形固定資産減価償却費の中で、特に構築物 減価償却費は、前年度

より５９５万８，７０１円減額となっているが、この内容について説明をお願

いしたい。 

 

上下水道課長→減価償却費については耐用年数があり、構築物については、配水管が

主なものとなっております。配水管の場合、耐用年数は４０年間で、昭和５２

年から５３年に整備されたもの、もしくは受贈されたもので、これは三保ダム

の建設に伴い、三保地区から山市場地区、また岸、向原では原耕地、前耕地地

区の整備をしたものです。ここで４０年が経ちまして、平成３１年度では減価

償却費が大幅に減額となっています。来年度も同じような状況が続き、それ以

降は大きな建設等がなければ、減価償却費は落ち着いてくると思います。 

 

渡辺委員→一時的な傾向であるということで、来年度も同じ傾向になるということか。 

 

上下水道課長→金額的には出ていませんが、来年度も同じような傾向で、６００万円

ほど減額になることが見込まれています。 
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渡辺委員→年間総給水量が年々減ってきていると思うが、１ページで見ると１２４万

６，０００立方メートルを予定し、昨年から見ても１万５，０００立方メート

ル減っている。年間給水量が減っている中で、２０ページの動力費が前年度よ

りも１６８万円ほど増えているが、こういう現象が出ているのはどのような要

因か説明願いたい。 

 

上下水道課長→使用料につきましては、下水道事業会計の際に町長からも申し上げま

したが、人口減少により年々減っている状況です。この動力費については、ポ

ンプ等の電気料ですが、地区別に見ますと、丸山配水池の系統は水量も増え、

水道使用料もやや増えている状況で、大きなポンプの運転による電気代が増え

ていることが、動力費の増加の要因の一つです。また、消費税の増税分も見込

んでおり、増額の要因となっています。 

 

小栗委員→受水費について、小山町から受水をしているが、現在川西の水源について

は、新東名の工事箇所付近では水量が安定していないというような話を聞いて

いる。また、川西配水池から諸渕工業団地までもっていっているが、水圧が一

部少ないという話も聞いている中で、町の水道事業として、小山町から受水し

て透間地区に給水している水道を、諸渕工業団地まで引き入れるという考え方

は、将来的にあるのかどうか伺いたい。 

 

上下水道課長→川西水源につきましては、現地を確認したところ水量が少ないという

ことで、平成３１年度の当初予算に水源の水量を確保するために修繕費を計上

しています。この水源の補修をすることで、水量の確保はできると考えていま

す。諸渕工業団地への透間地区からの延伸については、川西簡易水道だけでな

く、例えば清水東部簡易水道など他の簡易水道も含めて、将来的には全体的な

統合や広域化を見据えた中で、ひとつの課題として検討していきたいと考えて

いますが、現在はまだ方向性は出ておりません。 

 

 

以上で、議案第３１号 平成３１年度山北町水道事業会計予算に係る質疑を終了し

ました。 

 

 引き続き、議案第２０号 平成３１年度山北町一般会計予算から議案３１号 平成

３１年度山北町水道事業会計予算までの全体をとおしての質疑が行われましたが、質

疑はありませんでした。 
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以上をもちまして、全ての質疑が終了しました。 

なお、採決につきましては、３月８日の福祉教育常任委員会所管の歳入歳出詳細質

疑の終了後併せて行う旨を伝え、３月７日の総務環境常任委員会所管歳入歳出詳細質

疑を終了としました。 

 

（午前１１時５３分終了） 

 

以上を持ちまして、予算特別委員会に付託されました議案のうち、総務環境常任委

員会分に係る審議結果についての報告を終了といたします。 

 

 


